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提案理由 

市に対し、県立八千代広域公園駐車場料金について、無料時間の設定など市

が主体的に料金体系を決定できるよう、県との協議を加速させることを求める。 

これが、本案を提出する理由である。 



中央図書館・市民ギャラリーの利用者の利便性に配慮した駐車場料金の

早期の設定を求める決議 

 

中央図書館・市民ギャラリーが開館してから間もなく１年がたとうとしてい

る。議会は、施設に隣接する県立八千代広域公園駐車場について、開館前の平

成２７年６月定例会において全会一致で決議を可決することにより、利用者の

利便性に配慮した料金体系を求めたところであるが、決議から１年を経た現在

でも、管理者である県との協議の具体的な進捗は見られず、駐車場の供用開始

からの料金の設定の変更がなされていない。 

この間、昨年の１２月定例会において市長から、利用料金を１００円引き下

げるための補正予算案が提案されたものの、県との調整がなされておらず、市

長において当該提案を削除する補正予算案の訂正を行っている。このことは、

県との協議が遅々として進んでいないことの証左である。 

また、本市の施設である総合生涯学習プラザの駐車場料金に無料時間の設定

があることから、中央図書館・市民ギャラリーの開館当初から、県立八千代広

域公園駐車場料金に無料時間の設定を求める多くの市民の声がある。これらの

市民の声に市は応える義務がある。 

このことから議会は市に対し、県立八千代広域公園駐車場料金について、無

料時間の設定など市が主体的に料金体系を決定できるよう、県との協議を加速

させることを求める。 

以上、決議する。 
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